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市役所代表

「
十
和
田
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
」
を
策
定
し
ま
し
た

　

計
画
は
こ
れ
ま
で
整
備
し
て
き
た
公
共

施
設
な
ど
の
規
模
の
適
正
化
や
有
効
利

用
、
財
政
負
担
軽
減
、
平
準
化
な
ど
を
図

り
、
安
心
し
て
利
用
で
き
る
施
設
を
将
来

に
わ
た
り
持
続
し
、
提
供
し
て
い
く
と
と

も
に
、
公
共
施
設
な
ど
最
適
な
配
置
を
実

現
す
る
た
め
に
策
定
し
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
公
共
施
設
な
ど
の
管
理
計
画
と

　      ツキノワグマに十分注意を！
                              問農林畜産課☎51 6745

と
も
に
、
公
共
施
設
個
別
管
理
計
画
第
１

期
実
施
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
今
後

は
、
こ
れ
ら
の
計
画
の
適
時
な
見
直
し
を

行
い
な
が
ら
、
公
共
施
設
な
ど
最
適
な
配

置
の
実
現
に
向
け
て
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

計
画
は
、
管
財
課
に
備
え
付
け
て
あ
る

ほ
か
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
管
財
課
☎
51
６
７
０
７

　山菜採りやタケノコ採りなどで入山する機会が増えます。入山時や山
林近くの田畑で農作業などする場合、下記の「被害防止策」に留意し警
察、消防、本市、県などの指導に従ってください。なお、県境に接する
秋田県鹿角市では、昨年５月～６月にツキノワグマに襲われる死傷事故
が発生しています。同市は「事故現場付近の山林は、まだ安心して入山
できる状態ではない」としていますので、絶対に入らないでください。
★被害防止策「ツキノワグマに出会わないために」
▷目撃・出没情報のあった所には近づかない。出没標識のある場所は要
　注意。
▷音を出すもの（鈴、ラジオなど）を携帯する。
▷見通しの悪い場所や沢沿いなど、音が聞き取りにくい場所では、声を
　出したり手をたたいたりして自分の存在を知らせる。
▷食べ残しや食べ物の容器を野外に放置しない。
▷早朝や夕方、霧の濃い日はクマが活発に活動するので要注意。
▷ツキノワグマの痕跡（糞、食痕、爪痕、足跡など）を見つけたら、付
　近にいる可能性があるのですぐに引き返す。
★被害防止策「もしツキノワグマに出会ったら（おおむね 50ｍ以内の
　近距離でも）」
▷クマの動きに注意し、クマから目を離さず静かに後退しその場を離れる。
▷子グマの近くには親グマがいるので、決して近づかない。
　※環境省、農林水産省、青森県はツキノワグマによる人身被害防止の注意事項を
　　まとめたパンフレットやリーフレットを作成していますので各行政機関のホー
　　ムページで閲覧してください。ツキノワグマの注意喚起情報は市のホームペー
　　ジでも閲覧できます。

■
平
成
29
年
度
の
軽
自
動
車
税
の
グ
リ
ー

　

ン
化
特
例
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

平
成
28
年
４
月
１
日
〜
29
年
３
月
31
日

ま
で
に
、
初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を
受

け
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
う
ち
、
一

定
の
環
境
性
能
を
有
す
る
も
の
に
、
平
成

29
年
度
は
特
例
と
し
て
次
の
軽
課
税
率
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

問
税
務
課
☎
51
６
７
６
５

区　分 軽課税率⑴ 軽課税率⑵ 軽課税率⑶
三　輪 1,000 円 2,000 円 3,000 円

四輪以上
乗用

営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円

自家用 2,700 円 5,400 円 8,100 円

貨物用
営業用 1,000 円 1,900 円 2,900 円

自家用 1,300 円 2,500 円 3,800 円

【軽課税率⑴】電気自動車、天然ガス軽自動車（平成 21年排出ガス基準値から窒素酸
化物 10％　低減達成車）【軽課税率⑵】ガソリン車・ハイブリッド車（いずれも平成
17年排出ガス基準 75％低減達成車〔以下同様〕）のうち、乗用は平成 32年度燃費基準
+20％達成車、貨物用は平成 27年度燃費基準 +35％達成車【軽課税率⑶】ガソリン車・
ハイブリッド車のうち、乗用は平成 32年度燃費基準達成車、貨物用は平成 27年度燃費
基準 +15％達成車

軽
自
動
車
税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

■
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
を
受
け
付
け

　

し
ま
す

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
障
害

の
程
度
、
所
有
者
、
使
用
状
況
な
ど
に
よ

り
減
免
さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
収
納

課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

要
件　

①
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者

　

手
帳
が
交
付
さ
れ
て
い
る
人
が
車
を
運

　

転
す
る
場
合　

②
こ
れ
ら
の
手
帳
、
療

　

育
（
愛
護
）
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健

　

福
祉
手
帳
が
交
付
さ
れ
て
い
る
人
の
た

　

め
に
、
生
計
を
共
に
す
る
人
や
常
時
介

　

護
者
が
運
転
す
る
場
合

申
請
期
限　

５
月
31
日
㈬

持
参
す
る
物　

▼
納
税
義
務
者
の
マ
イ
ナ

　

ン
バ
ー
カ
ー
ド
▼
車
検
証
▼
身
体
障
害

　

者
手
帳
な
ど
の
手
帳
▼
運
転
者
の
免
許

　

証
▼
申
請
者
印
鑑
▼
納
税
通
知
書

※
②
の
場
合
は
こ
の
他
に
生
計
同
一
証
明

　

書
か
常
時
介
護
証
明
書
（
生
活
福
祉
課

　

で
交
付
）

※
普
通
自
動
車
と
重
複
し
て
の
減
免
申
請

　

は
で
き
ま
せ
ん
。

問
収
納
課
☎
51
６
７
６
０
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